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※「知立市市民版まちづくり計画」は市ホームページ、市役所4階企画政策課窓口で閲覧できます。

概　　要： 知立市まちづくり委員会は、「知立市まちづくり基本条例」によって設置された公募委員による
自主研究組織です。

任　　期：平成28年5月～平成29年3月まで

報　　酬：委員報酬はありません

運　　営： 委員会は公募委員により運営されています。原則、水曜日の午後7時～9時、月に2回程度の開
催を予定しています。第1回委員会は、5月18日㈬午後7時からです。

内　　容：
今年度は、市民版まちづくり計画（下記テーマ参照）の内容を参考に、市民自らの手で実現
できるまちづくりについて、研究を行ってまいります。

■応募概要
応　募　資　格： 18歳以上の市内在住、在勤または在学で、熱意をもって、市民自らの手による『知立市のまち

づくり』について考え、取り組むことができる人
応　募　期　間：平成28年5月2日㈪まで（郵送の場合は当日の消印有効）
応　募　方　法： 下記の9項目を明記の上、1．郵送、2．FAX、3．E メール、4．持参（市役所4階企画政策課）

の方法でご応募ください。（様式自由）
項　　　　　目：

①住所、②氏名、③年齢、④性別、⑤職業、⑥電話番号、⑦携帯番号
⑧ E メールアドレス（※携帯メールでも可）、⑨応募動機

応募・問合せ： 〒472-8666（住所不要）知立市役所　企画政策課宛
☎：95-0114　FAX：83-1141　E メール：kikaku-seisaku@city.chiryu.lg.jp

今年度のテーマと委員会活動について

1．  訪れたい知立づくり（顔づくり・まちづ1．  訪れたい知立づくり（顔づくり・まちづ1．  訪れたい知立づくり（顔づくり・まちづ1．  訪れたい知立づくり（顔づくり・まちづ1．  訪れたい知立づくり（顔づくり・まちづ1．  訪れたい知立づくり（顔づくり・まちづ
くり・人づくり）くり・人づくり）くり・人づくり）くり・人づくり）くり・人づくり）くり・人づくり）

2．暮らしやすい地域づくり2．暮らしやすい地域づくり2．暮らしやすい地域づくり

これまでのまちづくり委員会の活動状況は、市ホームペー
ジの［市政情報］から［まちづくり・計画］をクリックし、
［まちづくり委員会］をクリックするとご覧いただけます。

平成28年度知立市まちづくり委員会が始まります！！
「知立市まちづくり委員会」委員募集！！

委員会概要


